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日�時　９月 24 日（土）、25 日（日）いずれも午
前 10 時～午後４時

対象　小・中学生　　定員　100 人（先着順）
費用　１日 500 円
※�上記の企画はしもせいチャレンジ☆キッズの

登録（種別により 500 円、800 円／平成 24 年

３月末まで有効）が必要

◆トレーニングガイダンス参加者募集
　ガイダンスを受けると、開館中にいつでも豊

富なマシンを使ってトレーニングができます。

日時　毎週木曜日　午後 7時 30 分～９時
費用　中学生～ 30 歳１回 300 円、
　　　31 歳以上１回 600 円

◆トレーニングルーム体力強化コース・筋
力UPコース
　自分のペースで体力強化コースや筋力ＵＰ

コースのトレーニングができます。

日時　体力強化コース：毎週火・金曜日、
　　　筋力ＵＰコース：毎週月・木曜日、

　　　いずれも午後５時～８時

対象　中学・高校生
費�用　無料（ただし、初回利用時に保険代及び
登録料として、中学生1,300円、高校生1,800

円が必要）

※�利用される方は、事前にトレーニングガイダ

ンスを受けてください。

対象となる遺族　
　次の順番による先の順位の方１人

　①弔慰金の受給権者

　②戦没者等の子

　③�戦没者等と生計関係を有していた方のう

ち、戦没者等と氏が同じである父母、孫、

祖父母、兄弟姉妹

　④③以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

　⑤�①から④以外の遺族で、戦没者等の死亡時

に引き続き１年以上生計関係を有していた

３親等内の親族

支�給内容　額面 24 万円、６年償還の記名国債
を支給

問　福祉介護課福祉係（☎ 371-7214）
◆�市民税非課税世帯の方への入院時の負担軽
減措置（国民健康保険，後期高齢者医療）

負担軽減内容
　ア　�医療費の支払いを市民税非課税世帯の自

己負担限度額までとする

　イ　食事代が減額

手続　
　①�保険証・印鑑を持参し、保険年金課で申請

のうえ「認定証」の交付を受ける。

　②「認定証」を医療機関へ提示する。

備�考　国保加入の 70 歳未満の方は、保険料の
滞納があると、アの適用が受けられない場合

があります。

問�　保険年金課保険給付・年金担当
　　（☎ 371-7254）

◆�各種手当や給付金の現況届または所得状況
届の提出

　次の手当や給付金を受けている方は、現況届

または所得状況届を提出してください。届け出

を忘れると８月分以降の手当や給付金が受けら

れなくなります。

※�特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福

祉手当、外国籍市民重度障害者特別給付金、

特別児童扶養手当、児童扶養手当

問�　支援課身体・知的障害担当（☎ 371-7217）、
児童扶養手当は児童扶養手当担当

　(☎ 371-7218)

◆�「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の
請求期限は平成24年４月２日まで

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、公務扶助

料や遺族年金などを受けていた方が、平成 17

年４月１日から平成 21 年３月 31 日の間に亡く

なるなどしたために、平成 21 年４月１日にお

いて公務扶助料や遺族年金などの受給権者がい

ない場合に、第９回特別弔慰金が支給されます。
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対象：市内に在住または通勤・通学の方
申込み：電話・ＦＡＸ・Ｅメールで

保 健

下京青少年活動センター(ユースサービス下京)
☎314-5636  FAX 314-5640
e-mail shimogyo@ys-kyoto.org

◆献血
日時・場所　
○９月６日(火)午前10時～正午、午後１時～４時

　淳風小学校（淳風学区）

○９月９日（金）午前10時～午後４時

　株式会社サン・クロレラ本社（尚徳学区）

問　健康づくり推進課管理担当（☎ 371-7265）

◆チャキッズタウン inしもせいまつり
　自分で仕事をしてこのまちだけで使えるお金

をもらい、そのお金で遊ぶということを体験す

るプログラムです。

◆�住宅耐震改修に係る固定資産税の減額制度
について

対�象　昭和57年１月１日以前から所在する住宅
で、平成18年１月１日から平成27年12月31

日までの間に、現行の耐震基準に適合させる耐

震改修工事（改修費30万円以上）を行った住宅

減�額内容　住宅の床面積 120㎡までの部分の固
定資産税額を一定期間２分の１減額

申�請方法　改修が完了した日から３か月以内に
申告が必要です。ご相談ください。

問　固定資産税課（☎ 371-7196）
◆�省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度に
ついて

対�象　平成 20 年１月１日以前から所在する住
宅で、平成 25 年３月 31 日までに窓の二重

サッシ化などの現行の省エネ基準に適合させ

る改修工事（改修費 30 万円以上）を行った

住宅

減�額内容　住宅の床面積120㎡までの部分の固定
資産税額を工事完了の翌年度分３分の１減額

申�請方法　改修が完了した日から３か月以内に
申告が必要です。ご相談ください。

問　固定資産税課（☎ 371-7196）

〒 600-8449　下京区新町通松原下る☎351-8196

◆お楽しみ会
日時　８月 27 日（土）午前 11 時～
内容　「オリジナルしおりをつくろう」
費用　無料　　申込み　不要
◆テーマ別図書の展示と貸出し
８月「課題図書」「世界平和」
９月「ビジネス関連図書」「あそび」
◆特別展示（エレベーター前ホール）
８月　「本は激怒した！！（第３回）」
９月　「作品展」（修徳女性会）

下京図書館

〒 600-8166　下京区花屋町室町西入☎341-1730
下京老人福祉センター

対象：市内に在住の 60歳以上の方

◆『折紙講座』～花折り六角箱を作ろう～
日時　８月 29 日（月）午前 10 時～正午
場所　センター和室大　　定員　12 人　
材料　各自で折紙を持参してください
申�込み　８月 22 日（月）午前９時 30 分から先
着順で受付（直接、センターへ来場しお申込

みください）

◆�『ビーズ手芸講座』～ネックレスとして
も使える眼鏡チェーンを作ろう～

日時　８月 31 日（水）午後１時～３時
場所　センター和室大　　定員　20 人
費用　1,500 円
申�込み　８月 24 日（水）午前９時 30 分から先
着順で受付（直接、センターへ来場しお申込

みください）

日時　９月５日（月）午前 10 時～ 10 時 40 分
場所　西大路小学校

移動図書館「こじか号」巡回　☎801-4196

８月 31 日は、市・府民税第２期分の
納期限です。
・�納期限を過ぎますと、延滞金がかかります

ので、ご注意ください。

・�市税の納付には、便利で確実な口座振替を

ご利用ください。

問課税内容：市民税課（☎371-7172）
　納付相談：納税課（☎371-7199）
　口座振替：納税推進課（☎213-5466）

〒 600-8588　下京区西洞院通塩小路上る☎371-7101
区役所（区民部、福祉部、保健部）

税

◆弁護士による法律相談を実施
　日常生活の中でのあらゆる法律問題につい

て専門的な立場から弁護士がお話を伺います。

　ご相談は、無料、秘密厳守です。

日�時　毎週水曜日（祝日を除く）午後１時30
分～４時

場所　区役所１階相談室
定�員　先着７人（正午より区役所１階で整理
券配布）

相談時間　１人 20 分程度
問　まちづくり推進課（☎371-7170）
◆行政相談委員による相談所を開設
　「どこに相談したらよいかわからない困り

ごと」「国の行政機関などが行う仕事に対す

る苦情」などを総務大臣から委嘱を受けた行

政相談委員がお聞きします。

　ご相談は、無料、秘密厳守です。

日時　�８月22 日（月）　午後１時 30 分～３時
場所　区役所１階相談室
問　�総務省京都行政評価事務所（☎211-1100）

まちづくり推進課（☎371-7170）

相 談


